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第３回最高速度違反による交通事故対策検討会 

議 事 次 第 

 

 

日時：平成 21 年９月２日 (水) 15：00～17：00 

場所：中央合同庁舎４号館４階 ４２０号室 

                         

 

１．開  会 

 

２．議  題 

最高速度違反に係る交通事故対策の効果等について 

 

３．閉  会 
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○事務局 それでは、時間がまいりましたので、ただ今から「第３回最高

速度違反による交通事故対策検討会」を始めさせていただきます。 

まず初めに、内閣府交通安全対策担当参事官の加藤から御挨拶申し上げ

ます。 

○加藤委員 本日は、お忙しいところ、また政権交代前のいろいろな状況

のある中で、御出席いただきましてありがとうございます。 

交通安全対策につきましては、非常に国民生活に直結する重大な課題で

ございますので、どのようなことがあろうと、今後、誠心誠意取り組んで

いきたいと考えておりまして、そういう意味でも、最高速度の委員会で御

議論を活発にしていただきたいと思っております。 

本日は、大変多くの資料を用意させていただきました。後ほど事務局の

方から説明をさせていただきますけれども、大きく２つに分かれるかと思

います。最初に目次で全体を御説明いたしますけれども、１つには資料５

から 10 までで、一度議論いただいたものや、あるいは文献に沿って整理を

させていただいたものという部分で、もう１つの資料 11 は、現状や今後の

動向です。文章自体はまだ薄うございますけれども、ここについては今日

十分議論いただいて、次回も含めて方向性をしっかり出していきたいとい

うところでございます。今日は多くの資料を御覧いただくことになって恐

縮でございますけれども、是非活発な御議論をいただきまして、よりよい

方向に導けたらと思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

簡単でございますが、以上でございます。 

○事務局 続きまして、岡野座長から御挨拶をお願いします。 

○岡野座長 第３回目になりました。お忙しいところ、お集まりいただき

まして大変ありがとうございます。また、各省からいろいろデータを提供

いただきまして大変ありがとうございます。本日もまた資料がたくさんご

ざいますけれども、活発な御議論を是非お願い申し上げます。 

○事務局 ありがとうございました。 

続きまして、委員の交代につきまして御紹介申し上げます。 

法務省の森本委員に代わりまして、法務省刑事局刑事課参事官の中村委

員。 

また、松永委員に代わりまして、経済産業省製造産業局自動車課長の保

坂委員でございます。両委員とも本日御欠席で、代理として是木様と芳田

様がそれぞれお越しになっておられますので、御紹介だけ申し上げたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、進行を座長の岡野先生にお願いいたします。 

○岡野座長 それでは、議事を進行させていただきます。 

議事次第の５（２）の資料説明ということで、事務局の方からお願いい

たします。 

○事務局 それでは、資料３の第２回検討会の議事録につきまして簡単に

御説明申し上げたいと思います。 
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議事録（案）は、表紙の１ページ目から 20 ページまでにわたっておりま

す。まず、最高速度違反による交通事故対策の考え方につきましては、例

えばＩＴＳの話ですとか、どのような人たちが最高速度違反をしているの

かということですとか、あと、スピード違反をしている者の分析を中心に

するイメージの方がよろしいということですとか、どういうところでスピ

ード違反が多いのか、時間帯と速度の関係などについてどうか、そのよう

な御意見をいただいております。 

次に、運転者側の対策について、年齢のほかに、更に職業についても分

析してはどうかとの御意見をいただいております。また、エコドライブに

つきましては、環境の側面、安全の側面から取り組んでいくとよろしいの

ではないかとの御意見をいただいております。 

自動車側の対策については、例えば速度抑制装置、速度警報装置がござ

いまして、技術的には問題がないと思いますけれども、問題は費用が伴う

といったこと。また、速度を抑制するための装置の一環として、ＩＳＡと

いったものについて御紹介をいただいております。 

また、道路側の対策につきましては、既に国土交通省さんの方でお取り

組みいただいておりますけれども、そういった対策についての御紹介。あ

と、国民の意識調査結果について御意見をいただいておりました。以上の

とおり、議事の進行に沿っていろいろな御意見をいただいており、議事録

（案）としてまとめさせていただいております。 

○岡野座長 ただいまの御説明の資料３の前回の議事録でございますが、

特段御意見がなければ御承認いただいたものとして進めさせていただけれ

ばと思います。 

それでは、続きまして、資料４から順次お願いいたします。 

○事務局 まず、資料４でございます。これは報告書の目次（案）でござ

います。 

目次（案）としまして、第１章として「はじめに」ということで、「検

討の目的」ですとか「検討体制」などを記載することとしております。 

第２章は「交通事故の現状等」でございます。まず第１節の「最高速度

違反による交通事故の発生状況」でございますが、これまでお示しした交

通事故統計資料のほか、本日の資料 10 につきましても追加をしてまいりた

いと考えております。第２節は「ＯＥＣＤ等における速度管理に関する施

策等」でございまして、第３節として、そのまとめを作っていく。 

第３章は「最高速度違反に係る交通事故対策の効果等」でございまして、

本日の資料５から資料９までを記載するものでございます。また、「考察」

につきましては、それらをまとめさせていただくこととしております。 

また、第４章でございますけれども、前回の資料として提出いたしまし

たＷＥＢアンケートの調査結果などについてでございます。第３節につい

ても、前回の既存の国民の意識調査結果の資料でございます。また、第４

節の「諸外国における意識調査結果」については、前回までにお示しいた

しました外国の文献から記載することとしております。 
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第５章につきましては「最高速度違反による交通事故対策の現状と今後

の動向」ということで、本日の資料 11 にお示しをさせていただいているも

のでございます。これについては、参事官の挨拶にございましたように、

今後更に充実をさせていく必要があると考えております。 

最後に、第６章で「まとめ」ということでございます。 

参考資料としまして、１から５まで掲げております。これらの資料を添

付したいと考えております。 

資料４についての説明は以上でございます。 

続きまして、資料５以降について御説明申し上げたいと思います。資料

５から資料９につきましては、それぞれ文献調査の結果をまとめさせてい

ただいております。また、これらの結果から、当面、現時点で事務局とし

て考えられる方向性などについても御紹介をしたいと思っております。 

まず、資料５でございます。 

 交通事故の低減効果等ということから考えますと、自動車の走行速度

（危険認知速度）が高まりますと、自動車が１秒間に進む距離と停止距離

の問題ですとか、視覚能力の問題から交通事故の回避可能性が低くなりま

す。資料５の１（１）、（２）のところで、それぞれ進む距離などや視覚

能力の関係につきまして、文献に基づき記載しております。このほかに、

自動車が有する運動エネルギーも大きくなるため、被害の程度も大きくな

ります。これは資料５の４ページ、２の（１）のところでございます。こ

のように走行速度が高まりますと事故の回避可能性が低くなりますし、被

害の程度が大きくなる。特に歩行者や自転車利用者については、自動車の

事故に比べて無防備であるので、更に被害が大きくなる傾向があるという

ことです。そうしたことから、交通事故の回避可能性の観点からみますと、

道路の機能などに応じて、可能な限り走行速度を低くするということが交

通事故を低減する上で効果がある。また、道路側の対策とか、運転者側の

対策というのも考えられますけれども、運転者側の対策の一環として、エ

コドライブ教育が有効と考えられます。 

エコドライブと交通事故の低減効果の関係につきましては、資料５の３

ページを御覧いただければと思います。「エコドライブの実践による交通

事故低減効果」について調査をした結果が記載されております。これは、

トラック事業者に対するものでございますけれども、エコドライブ教育の

実施前、実施後と比べますと、実施後の方が事故が 49％ほど減少している

という報告がなされております。 

また、自動車の乗員の保護の観点や歩行者、自転車の被害軽減の観点か

らみますと、自動車の安全基準の強化に伴い、走行速度を低下させること

によって、より効果的に被害の軽減を図ることができるようになってきて

おります。 

その関係につきまして、資料５の５ページをお開きいただきたいと思い

ます。「車両の安全対策」ということで書かせていただいておりますけれ

ども、この中で、国土交通省さんで、自動車の安全性向上のために、歩行
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者頭部保護基準、オフセット乗員保護基準、側面衝突基準などを整備する

ことよって、安全基準の拡充・強化を図るという取組がなされております。

また、それを消費者の方により分かりやすくするために自動車アセスメン

トを行いまして、その結果を公表しております。資料５の５ページの①、

②などは試験の基準でございまして、それらの試験の結果については、資

料５の一番最後の 12 ページ目を御覧下さい。これは、2001 年度から 2008

年度の自動車アセスメント、衝突安全性能総合評価の結果でございまして、

年度別にみますと、それぞれ横ばい、ないしおおむね新しくなるに従って

試験の結果が高まる傾向にあります。こういったことから、衝突試験を行

う速度でみた場合には、総体的には、年々試験の結果はある程度横ばい、

ないし上がっていると言えると思います。 

併せて、前回の資料で説明申し上げましたけれども、事故の発生時にお

ける危険認知速度というのは年々低下をしてきております。片や事故時の

速度が下がり、片や一定の試験速度における性能が向上しているというこ

とがあって、乗員の被害の軽減が図られていると言えるのではないか。た

だ、歩行者につきましては、先ほど申し上げましたように無防備でありま

すので、より走行速度を低下させるということが必要と思っております。 

続きまして、資料６の「自動車の性能・価格と国民の自動車需要に関す

る意識等」についてでございます。まず１の（１）以降、保有台数の推移

ですとか、販売台数の推移、保有台数の増加等の背景について記載してお

ります。また、２ページ目のイ、近年における自動車需要に関する意識等

のところで、自動車工業会さんの方で行われた「2007 年度乗用車市場動向

調査」によれば、我が国の世帯別の自動車保有率が 79％であり、購入理由

の 80％が代替需要と言われておりますけれども、ただ、回答者の年収の平

均値は横ばい、ないしわずかに低下傾向にある。また、代替ユーザーが現

在の車の前に使っていた車の使用期間が長期化している。他方、新車の平

均購入価格が上昇している結果がみられます。 

また、これも自動車工業会さんの広報誌でございますけれども、「変化

する若者のクルマへの期待」という文献では、若者の車の使用の実態につ

いて紹介をされておりまして、その中で、若者の生活における車の有効性

が減少して、購入動機が弱くなっているとしております。また、内閣府が

行っております「平成 20 年度国民生活モニター調査結果」ですとか、総務

省統計局で行われております「労働力調査」の結果をみますと、世帯収入

の低下や雇用不安の影響が調査結果から伺えます。 

また、平成 20 年秋以降の自動車の販売台数の減少につきましても実態と

して伺えます。これにつきましては、資料６の２（２）の「最近における

自動車の販売動向」で紹介をさせていただいております。 

このように、新車販売台数の減少が実態としてみられるわけでございま

すけれども、他方、市場動向調査の結果をみますと、資料６の３ページ、

真ん中ぐらいの丸のところに「環境への意識」と「安全への意識」がそれ

ぞれございます。この結果によりますと、環境への意識についての高まり
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がみられるほか、安全への意識の高まりもみられるところでございまして、

特に環境につきましては、自動車の買い替え時期を早める条件として、例

えば低燃費の車の発売ですとか、自動車関連諸税の軽減といった事情があ

れば、車の買い替えを早めるとの回答がなされております。 

そういったことを背景としたものかどうか存じ上げませんけれども、平

成 21 年度に入りまして、ハイブリッド車の低価格戦略ですとか、自動車に

関する諸税の減税などの処置が執られております。そして、自動車の販売

台数からみますと、全体の自動車販売台数が減少している中で、ハイブリ

ッド車の需要が急増しております。 

これらの点につきましては、資料６の２（１）の「自動車の購入・維持

に伴う減税等」の措置と併せまして、（２）で自動車メーカーにおけるハ

イブリッド車の低価格戦略などについて紹介をさせていただいております。 

また、乗用車については、先に申し上げましたように、安全性に対する

関心も高まっているということでございますし、内閣府で行いましたＷＥ

Ｂアンケートの調査でも、速度抑制装置や速度警報装置についての必要性

が高いという結果がみられます。こういったことから、安全性に関する関

心も高まっているのではないかと考えられます。その点については、資料

６の７ページ、２（３）の「ＥＳＣ等の安全に関する装置に関する動向」

で、オプションとして販売されている装置で確認されているものについて

紹介をさせていただいております。ＥＳＣでは、価格は大体５万円から８

万円、ＡＣＣでは大体 14 万円から 25 万円ぐらいで売り出されております。 

ただ、こういった装置については、今はオプションでございますけれど

も、例えばこういった装置の装備を義務付けするかどうかということにつ

いては、安全に関する意識の向上ですとか、装置の費用対効果に関する理

解、また、国際基準の観点での検討が必要でございまして、そういったも

のがなければ自動車購買力の低下が考えられるとしております。 

今申し上げました自動車の安全・環境基準の国際調和でございますけれ

ども、これは資料６の８ページの（４）を御覧下さい。現在、国連欧州経

済委員会に自動車基準調和世界フォーラムが設けられ、自動車に係る基準

の国際調和及び認証の相互承認などが行われております。こういったもの

との整合性を図る必要がございます。また、これにつきましては、昭和 50

年代後半以降の市場開放問題の中で取り上げられてきたわけでございます

けれども、これと合わせまして、昭和 60 年に速度警報装置の装備義務を廃

止している。すなわち、これらの取組は、対外経済摩擦等の観点からなさ

れたものでございまして、例えば国内でそういった義務付けをするといっ

たことについては、そのような問題が生じる可能性があります。 

資料６については以上でございます。 

次に、資料７の「諸外国における我が国の自動車に対する評価等」を御

覧いただければと思います。これは、資料６と同じような観点から、諸外

国での状況について説明したものでございます。資料７の１ページの１

（１）から２ページ目の１（４）までは現状をお示ししております。これ
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を踏まえまして、我が国の自動車に対する評価につきましては、安価で燃

費がいい、故障が少ないという日本車に対する認識の下に、世界的に高い

評価を得てきております。他方、諸外国におきましても、自動車の価格と

いうものは、その国における自動車需要に関する意識・動向に影響するこ

とが見込まれるほか、交通安全に対する行政機関の対策や国民意識などに

より自動車に対する好みが異なることが考えられます。また、その中で、

例えば新たな装置を国内で作る、又は海外生産するといったことで付加し

ますと、自動車のコスト増を招くことから、諸外国における自動車の需要

に関する意識・動向にも影響が生じるおそれがあると考えております。 

そういった点から考えていきますと、例えば我が国の自動車産業におい

て採用する技術については、自動車の走行速度の抑制効果が高くて、かつ

国際的に普及するものであることが必要でありますし、それは国際調和の

動向にも当てはまるものとするように配意する必要があるのではないかと

考えております。 

時間の関係もございますので急がせていただきますが、次に資料８の関

係でございます。 

設計速度の定義については資料８の１（１）にございます。設計速度と

いうのは「道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう」ということとさ

れておりまして、以下、設計速度と走行速度の関係について説明をしてお

ります。また、１（３）では道路の区分に応じた設計速度がそれぞれ定め

られているということで、２ページ目の表１のところで道路の種級に応じ

た設計速度の基準を御紹介しております。 

また、３ページでは、設計区間につきましては、おおむねの指針が表２

のとおり示されていること、（５）で「我が国の道路実延長等」について

紹介をさせていただいております。 

ただ、設計速度は、先に申し上げましたように、「道路の設計の基礎と

する自動車の速度をいう」とされておりますので、どちらかといいますと、

最高速度違反に係る交通事故対策を考えていく上では、どうやら設計速度

というよりも、設計速度などを踏まえて決定される最高速度規制の方が対

策上、重要性が高いのではないかと考えられます。特に高速道路において

も、設計速度が時速 120km/h の区間においては、今、最高速度が 100km/h

とされておりますが、それよりも引き上げることは困難とされておりまし

て、そういったことからみても設計速度よりも最高速度規制の重要性の方

が高いのではないかと考えられます。 

最高速度規制につきましては、資料８の２（１）から、それぞれ意義で

すとか、（２）では最高速度規制の種別ということで、法定速度、都道府

県公安委員会による最高速度規制について記載し、また、（３）の「最高

速度規制の状況及び決定要因等」において、アでは一般道路の、６ページ

目のイでは高速道路の、それぞれの決定要因などについて記載しておりま

す。その中の図１は、高速道路の設計速度別の実勢速度で、警察庁さんの

調査結果でございます。設計速度が 120km/h、100km/h、80km/h とありまし
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て、実勢速度とともに、実勢速度の規制速度に対する超過率が示されてお

ります。また、その結果を踏まえまして、図１の下の「しかしながら」の

段落で、高速自動車国道の最高速度の上限に関しては、時速 120km/h が算

出可能ということになるものの、いろいろな理由から、最高速度を時速 10

0km/h から引き上げるには更なる検証が必要とされております。 

資料９の「自動車の燃費への影響等」についてでございます。自動車の

燃費、大気汚染及び騒音等については、資料９の１（１）、３ページ目の

２（１）の大気汚染の関係、４ページ目の２（２）騒音のところで、それ

ぞれ文献を引用しながら、それぞれ自動車の走行速度と関係するというこ

とを記載しております。他方、自動車の走行速度については、その自動車

ですとか、周囲の交通参加者の安全を確保する観点もあって、先に申し上

げましたような最高速度規制が定められております。今回の最高速度違反

による交通事故対策を検討するに当たっては、いずれか一方の視点に偏る

ことのないように配慮する必要があるのではないかということであります。 

例えば資料９の１（１）の図１は平均の車の速度と燃費との関係でござ

います。大体時速 70km/h のところで一番燃費がいいとされておりますけれ

ども、最高速度規制が定められていることから、単に燃費がよければいい

というものでなく、（２）の「最高速度規制と燃費との関係」に記載して

おりますように、燃費の関係と安全の関係を両立させていくことが必要と

考えられます。 

大気汚染と騒音についても、同じようなことが考えられます。また、こ

うした対策のうち、エコドライブについて前回、前々回の検討会でも意見

がございましたけれども、エコドライブについては国民の方々の関心が高

まっている。地球温暖化や燃料消費量の削減とともに、交通事故低減にも

有効であることが示唆されておりまして、そういった観点から言うと、運

転者教育や啓発活動によって、最高速度違反による交通事故対策を働きか

けていく上で、エコドライブと連携していくことが効果的と考えられます。 

以上、資料５から資料９までについて説明申し上げた内容を基に、今後

また案をつくって御意見を伺ってまいりたいと考えております。 

続きまして、資料 10 でございます。これは、前回、皆様方からいただい

た御意見なども踏まえまして、警察庁さんなどの御協力もいただいて、事

故統計の資料としてまとめさせていただいたものでございます。多岐にわ

たっておりますけれども、資料の９ページ以降のグラフを御覧下さい。 

まず、９ページ目でございますけれども、平成２年から 20 年までの第一

当事者別の死亡事故件数の推移です。全体的には数が減ってきており、ま

た、図１－２の死亡事故件数の推移では、特に普通乗用が減ってきている。

１－３では、特にピンク色の線の 20～24 歳の年齢層が減ってきております。 

 10 ページの図２は全事故の件数でございます。一番上のグラフでは、自

家用乗用車が増加して、最近、減少しつつある。これは全体の交通事故の

減少傾向を引っ張っているのではないかと考えられます。また、特に図２

－３を御覧いただきますと、死亡事故と同じように、ピンク色の線の 20～2
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4 歳の年齢層について近年、減少傾向にある。また逆に、30～39 歳の年齢

層については、20～24 歳と入れ替わるように増加しております。また、11

ページ目は第一当事者別の死亡事故率の推移でございます。また、図３－

２については、その中の自家用乗用と自家用貨物の内容の詳細をみており

ます。全体的には横ばい、ないし減少傾向にあります。 

12 ページの図４は、危険認知速度別の死亡事故件数の推移です。第１回

の検討会の資料にお示ししたものは平成９年からの指数でしたが、図４で

は平成２年から実数でお示しをしております。水色の線が 80km/h 以下で、

紫色の線が 80km/h 超、また黄色の線が 50km/h 以下でございますが、いず

れも減少傾向にあって、特に 80km/h 以下の減少傾向が大きい。また、４－

２からは、危険認知速度が 30km/h 以下の事故が圧倒的に多いと言えます。 

13 ページの図５は原付以上の車両である第一当事者の危険認知速度別年

齢層別死亡事故件数の推移です。５－１、５－２では、全体的には横ばい、

ないし減少傾向にありますが、特に５－３、５－４では、20～24 歳の年齢

層が第一当事者となった事故が減少してきております。 

14 ページ目の図６は全事故の件数です。先ほど全体の傾向でお話し申し

上げましたように、30km/h 以下の事故は 30～39 歳の年齢層が非常に大きな

割合を占めておりますし、また、図６－２以下の 50km/h 以下、80km/h 以下、

80km/h 超では、いずれも 20～24歳の年齢層の減少傾向が大きいと言えます。 

15 ページの図７は死亡事故率の推移をみております。 

16 ページの図８は昼夜別危険認知速度別の死亡事故件数の推移です。前

回の検討会で昼夜別の発生の状況の相異についての御意見をいただいたこ

とから、調べてみたものです。８－１は実数、８－２は昼間の発生率です。

全体的には危険認知速度が上がるに従って、昼間の発生率が低くなってお

ります。図８－３、８－４は、高速道路について同様にお示ししたもので

あり、一般道路ほどきれいに出ておりませんけれども、おおむね同じよう

な傾向と言えると思います。 

17 ページの図９は全事故の件数です。９－１、９－２は一般道路ですが、

９－２を御覧いただきますと、図８－２の死亡事故ほどではありませんが、

やはり危険認知速度が高い方が昼間に発生している率が少ない。要するに、

夜に多く発生していると言えます。 

18 ページの表１は、一般道路の平成 20 年中の事故の第一当事者と第二当

事者につきまして、それぞれ死亡事故、全事故別に相関をみたものです。

表１を基に、19 ページの表１－２のところで、特に一当の危険認知速度別

に一当と二当の相関、特に死亡事故率を示しております。おおむねどの相

関をとってみましても、危険認知速度が高くなるに従って、死亡事故率が

高くなっていること、第一当事者と第二当事者が共に乗用車である事故に

比べまして、例えば第一当事者及び第二当事者が共に貨物車である事故で

すとか、第一当事者が乗用車で第二当事者が貨物車の事故では、死亡事故

率が高くなっております。 

20 ページの表２は、前回御意見をいただきました職業別について、それ
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ぞれ 19 年、20 年の死亡事故、全事故と死亡事故率をお示ししたものでござ

います。黄色く囲ったところは、100 件以上の死亡事故の第一当事者となっ

た職業です。21 ページの表２－２の上欄は、表２で色付けをした職業運転

者、公務員、農業、建設業、卸・小売、飲食店、サービス業、主婦、無職

のそれぞれについて危険認知速度別に死亡事故件数等をお示ししたもので

す。事故件数からみると、全体的には、職業運転者ですとか、農業、建設

業、製造業、卸・小売、サービス業、無職が多い。表２－２の中欄を御覧

いただきますと、例えば建設業ですとか、製造業、卸・小売業、サービス

業は、平成 19 年、20 年とも全体の死亡事故件数のうち、危険認知速度が 5

0km/h 以下又はそれ以上の速度の死亡事故件数の占める割合が高くなって

おります。また、下の死亡事故率の欄から、職業運転者や農業、建設業、

卸・小売業、無職については、危険認知速度別の死亡事故率が、合計欄の

値を上回るところが多くなっております。 

22 ページの表３は、第一当事者が原付以上の車両であった場合の地形別

時間帯別規制速度別危険認知速度別の交通事故件数です。地形別は市街地

と非市街地に、事故内容は死亡事故と全事故に、時間帯別は 18～６時、６

～18 時に、それぞれ分けております。全体的には、規制速度が 40km/h 以下

とか 50km/h 以下の市街地の道路では、18～６時、つまり夜間帯の方が昼間

よりも死亡事故が多くなっております。また、非市街地の規制速度が 40km

/h 以下、50km/h 以下の道路や法定速度のところでは６～18 時の方が死亡事

故の件数が多くなっております。 

23 ページの表４は、第１回検討会の資料４の 10 ページの表について、地

形別、道路幅員別、規制速度別、危険認知速度別に再作成したものです。 

24 ページの表５はちょっと細かくて恐縮ですけれども、違反別と地形別、

道路幅員別にお示したものです。また、表５を基にグラフ化したものが 26

ページの図 10 でございます。棒グラフは死亡事故の件数、折れ線グラフは

全事故の件数です。このように、一般道路の中でも市街地であるか非市街

地であるか、単路であるか交差点であるか、道路幅員が 5.5ｍ未満であるか

それ以上であるかによって、事故の原因となった違反が異なっております。 

資料 10 については以上でございます。 

資料 11 につきましては、前回の資料を見直したもので、資料の５と４ペ

ージの６の「考察」のところを付け加えさせていただいております。 

また、例えば 15 ページ以降の表２で「運転者側の対策のメリット・デメ

リット等」とあります。このほか、道路側、自動車側の方にもそれぞれ同

様に表を追加しております。これらは、事務局の整理としてメリット・デ

メリットを付け加えさせていただいたものです。これにつきましては、今

日の御議論ですとか、今後の皆様方からの意見照会を踏まえまして、より

精査をさせていただければと思っております。 

以上、長くなりましたが、資料の説明については以上でございます。 

○岡野座長 ありがとうございました。それでは、最終の報告書の章立て

がかなり整って、内容が詳細に決まりつつあるわけですが、いかがでしょ



 

 12

うか。どういう進め方でいきましょうか。 

○加藤委員 事務局から、ちょっと長く説明しましたけれども、資料５か

ら 10 というのは基本的に事実関係なり文献に基づくもので、事実関係とか、

その辺りのチェックが中心になろうかと思います。それを受けまして、資

料５から資料９のまとめに相当する部分も説明いたしましたけれども、こ

こが考察なり意見にわたる部分です。また、時間の関係で少し説明が短く

なりましたけれども、最後の資料 11 についてはどういう対策を打てばいい

かということについて、しっかり議論していただかなければいけないと思

っています。したがって、資料５から 10 のところは事実関係等を踏まえて

簡単に、それから、それらのまとめに相当する部分と資料 11 についてはし

っかり議論していただけたらというふうに思います。よろしくお願いしま

す。 

○岡野座長 それでは、そのように。資料５から資料 10 に記載された事実

関係を踏まえて、それらのまとめに相当する部分と資料 11 が今後の対策の

動向等ということですので、こちらの方に時間を割きたいというふうに思

います。いかがでしょうか。 

まず、エコドライブ教育の推進について。これは前回も大分お話が出ま

したけれども、エコドライブを教育の一環として推進していくということ

だろうと思います。それから、２番目が「自動車の性能・価格と国民の自

動車需要に関する意識等」ということで、ハイブリッド車が環境に対する

意識が大分高まってきたというようなこと。それから、代替需要というよ

うなことですね。その一方、以前は若者が単独で自分専用のクルマを持つ

ことが多かったんですけれども、最近はほとんどなくなってきたというよ

うなことがデータの中からも言えているわけです。 

それから、アンケートの結果で、速度抑制装置はあればいいなというよ

うな程度だったということですね。あればいいですけれども、自ら積極的

にお金を出してまではというようなことだろうと思います。それから、い

ろいろなＩＴＳ関連の安全装置ということもあります。こういったものも

積極的に今後普及を図るというようなこと。こういった装置とともに、交

通安全教育とか、広報・啓発というようなことも同時に必要なのではない

かというようなことでございます。 

３番目が、「諸外国における我が国の自動車に対する評価等」というこ

とで、これは皆さんよく御存じのとおりだと思います。 

それから、４番目が走行速度と道路の設計速度・規制速度との関係とい

うようなことですね。設計速度というのは、どういう速度のことを設計速

度と言うのかもう１つまだ分からない点が実はあるのですけれども、大多

数の車がその速度で走行したときの道路の耐用とか構造的なことだろうと

は思うのですけれども。 

それから、「自動車の燃費への影響等」。ここはエコドライブのことで

すね。 

先ほど資料９の最後のページに「エコドライブ 10 のすすめ」のリーフレ
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ットが添付されていますが、エコドライブを推進するというようなこと。

それのベースとして、高速道路を走っているときには、70km/h が一番燃費

がいいですよといったようなデータがございました。 

全体的にまとめると、ＩＴＳ関連、そういったものを推奨していく。あ

るいは、生活道路においてはハンプ等の対策をすることが必要だろうとい

うような、大体こういった流れですけれども、いかがでしょうか。御自由

にフリーディスカッションしていただければと思うのですが。 

○宮島補佐（倉田委員代理） 資料 10 について、例えば 10 ページの図２

や 14 ページの図６など、年齢層別で経年でみていて増えた減ったという論

じ方をしていますが、世代の構成比率の変化も踏まえ、単位人口当たりや、

単位運転免許保有者当たりでこれを検討する必要もあるのではないか。 

○事務局 そうですね。全体としては、今御指摘のありましたように、今

回は件数等でお示しさせていただいておりますけれども、例えば年齢層別

の人口当たりの件数でみても 21～24 歳の年齢層の事故件数そのものが全体

的に減ってきているというイメージがあったものですから、そういった意

味では絶対数でお示しした方が良いと考えましたが、その辺りは御指摘を

踏まえて検討させていただきます。 

○岡野座長 いろいろな考え方があると思います。コホート分析みたいな、

事故は世代で起きるのではないかというような考え方ももちろんあると思

います。昔から若者、若者と言われていたので、その若者の人口が減少し

たということももちろんあるのでしょうけれども、ここではそういうこと

を踏まえて、若者全体の事故が減少してきたというようなことでお考えい

ただいてよろしいんじゃないかなと気がいたしますけれども。 

○加藤委員 今回の資料５から資料 10 の全体の中で、特に論点的に言えば、

１つは、当然速度を下げればいいのは当たり前ですけれども、その中で生

活道路についてしっかりやっていこうという点を強調しているということ。

あるいは、環境ということがいろいろ叫ばれる中で、エコドライブなりを

やっていくということがやはり最高速度の上でも大事であるという点です

とか、あともう１つ大きな点で言えば、アンケート等の結果もそうですけ

れども、リミッターとか警報装置というのは、効果はあるけれども、費用

対効果でみるとそんなに効果はないと。それよりも、むしろいろいろな最

近のＩＴＳの進展の方をしっかり遂げたらいいのではないかみたいなこと

が言えると思います。この辺りについて先生方の方からどのような見解を

お持ちなのかということを少しお聞かせいただければと思うのですけれど

も。もちろん、今の３つに限りませんけれども。 

○岡野座長 そうですね。最初、この委員会は最高速度違反による交通事

故対策としてスピード・ミリッターの装備の可否みたいなところから、確

かスタートしたわけですけれども、それが急速に環境も変わってきまして、

今の加藤さんのお話のように、エコドライブの推進やＩＴＳの進展などの

方向で進めてはどうかということも考えられますが、いかがでしょうか。 

○天野補佐（内藤委員代理） 取っかかりですが、資料４の目次の関係で、
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多分今後どうやっていくかは５章でまとめられているのではないかと思う

んです。その中で「運転者側の対策」の１節のところの並びを見ますと、

最高速度抑止のための施策が並んでいて、「エコドライブの推進」だけは

ちょっと視点が違うというか、切り方が違うのではないか。エコドライブ

を推進すれば当然事故も防止できる。それはそのとおりで、推進していた

だければいいと思うのですが、それは、多分「エコドライブの推進」の中

で、エコドライブの広報・啓発、エコドライブの交通安全教育、エコドラ

イブの事業者の管理体制の整備というふうな横串というか、それぞれのパ

ーツに溶け込むのではないだろうかという気がするので、こういうまとめ

方がいいのかどうかというのも１つあるかなというのが１つ疑問点として

あります。 

それと、先ほど参事官と座長がおっしゃったように、エコドライブを推

進すれば事故が防止できる、そのとおりだと思います。そうなっていくと、

当然、例えば「運転者側の対策」の交通安全教育とか、全国交通安全運動

の機会を活用した啓発の際にも、当然、エコドライブの普及というのも今

後はしていっていただけるのかなという期待もあるのですが、そこらはい

かがなものかなとは思うのですが。 

○事務局 事務局としては、先の検討会でも出ていましたように、エコド

ライブを行うことが環境の面からも、安全の面からも効果があるというこ

とであれば、広報していくことは考えられるかなと思っております。 

○天野補佐（内藤委員代理） そうすると、エコドライブの普及のところ

は、企業さんとか自工会さんとか、皆さんに協力いただいて今、非常に普

及・啓発をしていますので、例えば今度の秋とか春の交通安全運動の際も、

交通安全運動のチラシの配布などの際に一緒に「10 のすすめ」の記事をも

っと出してもらうということも期待できるのかなと思って期待はしている

のですが。 

○事務局 多分内容的にはいろいろ御相談する部分があろうかと思います。

今の段階では、そういう方向にないということはまず言えないだろうと思

っております。 

○宮島補佐（倉田委員代理） 難しいのは、エコドライブ自体はいいこと

だと思うのですが、それを交通安全教育の中でどのようにやるのが適切か

という点を議論する必要があり、それは別の場で行われるべき話ではない

でしょうか。つまり、ほかの安全対策の効果とかも考えつつ、メニューを

詰め込めば詰め込むほどそれぞれのメニューの効果は減ったり、ほかのメ

ニューができなくなったりとかということが生じます。そういうこととの

比較があって初めてやるべきだとか、やるべきじゃないということになっ

ていくと思うんです。この委員会でその点を飛び越えるのは、いささか自

信がないなというところはあります。 

ただ、エコドライブ自体が非常にいいことだというのは全く誰も異論は

ないと思うし、交通事故防止とか、安全にも一定程度資するというのは誰

も異論がないとは思います。 
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○事務局 確かに、今回の最高速度違反という着眼点にしろ、全体の交通

事故防止の中でどう位置付けるかというのが問題となります。また、エコ

ドライブにしても 10 項目あるわけでございますので、同様でしょう。例え

ば秋の全国交通安全運動については交通対策本部で決定することでござい

まして、運動の基本や重点などを定めておりますが、エコドライブを安全

運動の中で位置付けるかとか、その他の機会で推進するかどうかというの

は、まさに事情をみながら御相談することになるでしょう。ただ、総じて

言えば、エコドライブの普及・啓発というのは効果がありそうだというこ

とは言えるだろうと思います。 

○天野補佐(内藤委員代理) エコドライブについては、有害物質の排出が

減って温暖化防止になれば、それはいいことなので、たまたま両方の効果

があるということだと思うのですが、環境にもいいし、交通事故の防止も

結果的に資したということだと思います。ただ、私もデータを見たときに、

すごい数字だなと正直言って思います。それであれば、交通安全運動とい

えば国民的運動でもあって、そういうところでまさしく広報・啓発しても

らえれば、環境的にもかなりいいですし、地球温暖化にもいいし、ここに

も書いてあるとおり、「エコ」という言葉は今非常にトレンドになってい

るので普及もしやすい。それをきっかけにして交通安全対策に資するとい

う戦略みたいな話だと思うのですが。 

○事務局 また、先ほど御意見がありました、最高速度違反による事故防

止対策の観点から、エコドライブの普及について全国交通安全運動の中で

どのように取り扱うことができるかということですが、例えば秋の安全運

動については、薄暮時間帯や夜間での自転車・歩行者の事故防止ですとか、

飲酒運転の根絶などが運動の重点として定められていますが、そのほかに

幾つも項目を定められるわけではないので、その中での項目の取捨選択を

迫られるようになるときにどうするという話だと思います。ですから、例

えば秋の交通安全運動の中でやらなくても、通常の交通安全教育ですとか、

普及・啓発の中でやっていくことも可能でしょうし、その辺のやり方とい

うのはあるのではないかと考えられます。 

○加藤委員 ここの議論でそこまでいく必要がないので、エコドライブは

効果的だということをお示しいただいた上で、一定の部分について効果が

あるということをきちんと書いていただければいいのかなということだと

思います。その後の詰めなどは事務的にやることなので。ただ、そこはエ

コドライブが必要だということを踏まえて、またやればいいということで

はないかと思います。 

○天野補佐（内藤委員代理） 見出しのテーマが横串だというお話をさせ

ていただいたのですが、安全教育の１つの項目であり、広報・啓発は１つ

の項目であると思うんです。だから、５だけポツンと「エコドライブ」が

ちょっと奇異かなと思ったのですが。 

○加藤委員 縦に並んでいるところにいきなり横が出るので、もちろん縦

の中に織り込んでいただければというようなことですよね。 
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○天野補佐（内藤委員代理） 入れた方がいいんじゃないかと思ったので

すが。 

○加藤委員 ここについては、またちょっと御相談して整理いたします。

確かに縦横に並ばせているかなという御指摘のところはありますので。 

○天野補佐（内藤委員代理） ここだけです。 

○宮島補佐（倉田委員代理） そこは、縦の中で位置付けるべきだという

議論が先に必要です。現状やっていることを書くのか、将来こうすべきだ

ということを書くのかにもよってくるのでしょうけれども、速度違反対策

という問題を超えて、「エコドライブ」というものを全体の中にどう位置

付けるかということに即影響するような格好になるのはなかなか難しい部

分もあるでしょう。交通安全教育との関係や安全運動との関係が勝手に変

わってしまわないよう注意する必要があります。 

○加藤委員 事務局で引き取って調整させていただきます。 

○岡野座長 その辺りの書き方を工夫していただいて。では、エコドライ

ブ関連はよろしいでしょうか。ほかに何かございませんでしょうか。 

○小口委員 走行速度と最高速度規制の関係で、70km/h 以上だと最高速度

規制を行えば安全上も環境上もいいですねと。他方、60km/h 以下の最高速

度規制が行われているところの最高速度規を遵守させることにより、安全

性はいいのですが、例えば燃費とか排気ガスとか、資料９のグラフなどを

見ると、それは逆方向に働くんじゃないかと思うんです。これはどういう

ロジックで書かれている文章なのかというのがよく分からなかったという

ことで、単純な質問ですけれども。 

○事務局 今お話しいただいたように、60km/h 以下の道路ですと、基本的

に最高速度規制が何 km/h であろうと、例えば 70km/h に近い速度で走った

方が燃費とか環境面ではいいということになるのですけれども、さはさり

ながら、安全面とのバランスを考慮すると、要するに最高速度規制で定め

た速度というのがその道路における上限でありますので、これを遵守する

というのが全体な両方のバランスを考える上で一番いいのかなということ

です。 

○小口委員 とりようによると、例えば規制速度が 50km/h だとしたら、な

るべく 50km/h に近いスピードで走れというふうにも聞こえてしまうんです

けど、そこまでは言っていない。 

○事務局 そこまで言うつもりはございませんでしたが。 

○小口委員 こういうことを書くのは論理上ちょっと無理があるんじゃな

いかという気がしたんですけれども。例えば規制速度が 50km/h であっても、

道路の状況、あるいは沿道の状況、交通の状況を見たら、30km/h ぐらいで

走った方がより安全のためにはいいというケースが多いと思うのですが、

その場合でも、環境というか、燃費とか排気ガスのことだけ考えれば、そ

れでもやはり 50km/h に近い方がいいわけですよね。 

○事務局 そうです。それだけ考えれば。 

○小口委員 そこのところを読み違えられないかなという危惧を持つので
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すが。 

○天野補佐(倉田委員代理) 本来は、むしろ安全上、正しい最高速度が定

められている場合は、燃費とか環境問題があろうが、安全の観点から守ら

なければいけないということが言いたいのではないかと思ったのですが。 

○加藤委員 そちらですね。本来なら 70km/h はいいけれども、60km/h と定

められているのであれば、70km/h まで出さずに、ちゃんと最高速度以内で

走りなさいということです。しかし、今の御指摘のように、むしろ 60km/h

と決められているところで、40km/h で走行した方がいいときでも 60km/h に

してしまえというふうにも読み取られかねないので、ここはまた工夫をい

たします。そちらの面からみると、確かにおっしゃるところはあると思い

ます。 

○事務局 そういう意味ではちょっと言葉が足りなかったので、更に検討

させていただければと思います。 

○加藤委員 特に抑制装置や警報装置の費用対効果とか、その辺りの議論、

つまりこういう流れでいいのかどうか。元々この議論の経緯もありますの

で。さはさりながら、次の議論にもつながるのですが、もし更にいいもの

ができれば入れてもいいのではないかみたいなことなのか。そこは若干、

否定感が強い感じになっておりますが、それも含めてどうかなと思うんで

すけれども。 

○大庭委員 ちょっと細かくなってしまうんですけど、先ほどの説明の中

で「自動車の安全基準の強化に伴い、走行速度を低下させることによって、

より効果的に被害の軽減を図ることができるようになっており」とありま

したが、基準の強化が走行速度を低下させるというふうには結びつかない

ような感じがするのですが。むしろ、基準の強化と相まって速度低下とい

うふうな感じなのかなというふうに思ったんですけれども。 

○事務局 そういうつもりです。強化がされてより安全になり、速度が下

がることでより安全になる、そういう趣旨で書いております。 

○大庭委員 そういうことですね。 

○斎藤委員 議論を挟んで申しわけないんだけど、70km/h というのはどこ

から出てきた数字なんですか。 

○事務局 70km/h というのは資料９のところです。直接引用したのは、三

菱自動車さんの 1990 年版の「環境報告書」で、自工会さんの資料の中にも

同じような形でのグラフが載っておりましたが、技術的に引用が困難だっ

たので、三菱自動車さんのグラフを引用させていただきました。 

○斎藤委員 個人的に言うと、ここは気をつけた方がいいですよ。という

のは、高速道路で一定速というのは、定速だから燃費がいいだけであって、

ここは気をつけていただかないと、例えばデータ上でいくと我々は通常 80

km/h と言っているんですけど、では、高速道路で一番いいのはという、そ

れはあくまでも燃費がいいというのは、一定速でずうっと同じスピードで

いっているからいいということであって、逆に言うと、では一般道でその

スピードでいったらどうなのといったら、それは逆に言うと、これはノー
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ですから。当然止まるということが出てきますから、「高速道路では」と

いうところが付きますので。では、同じ条件、環境が変われば当然その条

件が変わるという、「高速道路では」という言い方でしたら構いませんけ

れども、一般道がそれに当てはまるかというと当てはまりません。必ず止

まる。そうなってくると、ではいいのはどういうのかというと、多分 40km

/h ぐらいという形になってしまいますから。ＪＡＲＩ（（社）日本自動車

研究所）さんのをそのままやって、それは多分円周で測定した数字という

形が当てはまるでしょうけど、それは気をつけた方が、必ず突っ込まれる

可能性があるかなという形だと思います。個人的には、エコドライブをあ

まり前面に出し過ぎると、確かに警察庁さんも言っていましたけど、この

話とちょっと違いますから、ブームにはなっていますが、安全性に結びつ

く傾向はあるというものはありますが、結びつくとまでは 100％言えるかと

いうと、ちょっと疑問なところもあるから、ちょっと難しいかなと。 

○事務局 確かに、先ほど、資料７の中でもエコドライブ教育とその実践

により事故が 49％ほど減少しているという報告を紹介させていただきまし

たが、これはトラック事業者で、運行管理者がおられるところです。運行

管理者が点呼をし、教育もしておられるところでもありますので、例えば

個人のユーザーだと、それよりも効果が低くなるかもしれません。もう１

つは、普及を図る観点からいくと、安全運転管理者などを置いているとこ

ろですと、安全運転管理者から指導していただければ、一定の効果がある

のではないかと考えられます。それは今後、資料 11 のところでどう書いて

いくかという話になるのではないかとは思います。 

○斎藤委員 一番難しいですね。逆に、あまり出し過ぎると、これを誤解

する人が、地域によってもそうですけど、その辺りは気をつけた方がいい

かなとちょっと思います。要は、タイトルが「最高速度違反による交通事

故防止対策の現状と今後の動向」ということになっておりますとちょっと

問題かなと。機械によっては、今は黙ってもエコドライブができる装置が

あるんですよ。ポンとやれば、どんなにアクセルをどんに踏んでもできな

いようにできていますから。することも可能ですから。そうすると、黙っ

てもそういうふうにできますから。わざとそんな教育というか、ないもの

は機械によってすることも可能だという部分もありますから。このタイト

ルで言うと、役に立つという言い方はいいかもしれないですけれども、こ

こに当てはまるのかなという難しさもある。環境と安全というのは、多分

これからも両輪でいくべきだとは思いますけれども、でも、ここで「最高

速度違反」と上にくっついていますから、それに対してはどうなのという

ところがちょっと引っ掛かってくるんです。 

○長谷川委員 今のお話とも絡むんですけど、まとめていく上で、最高速

度違反に係る交通事故対策という話と、いわゆる交通安全に資する対策と

いいますか、その２つがあると思うんですけれども、この中で最高速度違

反というのをどういうふうに限定していくかということころが非常に難し

いのかなと思っておりまして、確かにエコドライブは交通安全には資する
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と思うんです。例えば最高速度について言えば、一部で例えば 80km/h のと

ころを 80km/h で走ろうと思われる方については、多分最高速度を守ろうと

いうことで一部資すると思うのですが、そういう中で、それ以外の交通安

全に資するという部分をこの最高速度とどう絡めていくのか。今、交通安

全全体に資するという部分と、最高速度がある意味ではごっちゃになって

この中に入っているのかなという気がするんです。 

○事務局 その辺りはまだ整理してお示しできていなかったかもしれませ

んが、本検討会の発端が最高速度違反による事故対策としてリミッターを

装備することの可否について検討することが主でしたので、果たして 100k

m/h なり、それの前後の速度で対策を講ずるのがいいのかどうかという観点

が１つありましたけれども、どうやら事故の状況をみていくと、それぞれ

の規制速度に応じて、それを遵守させていくような対策がどうやら必要で

あろうと。すなわち、規制速度が遵守されていないものが一般道路で３割、

高速道路で６割起こっているという実態でありますので、100km/h か何 km/

h か分かりませんけれども、そういった速度で初めて対策を講ずるというよ

りは、今後の話として、少なくとも個々の最高速度の規制に応じて、それ

を遵守させていくような対策がどうやら必要だろうと思われます。そこで、

例えば 40km/h のところを 60km/h で走ったらとか、40km/h のところを 40km

/h で走るという話もありますが、では、40km/h のところを 60km/h で走る

人に対してはどのようにして規制速度を遵守してもらおうかということに

なります。これは、単に 100km/h を超えた速度で走行する車による事故対

策だけでなく、規制速度を超過する車による事故全体の問題でもあります。

その対策の１つとして、エコドライブで規制に合わせた速度を遵守するよ

うにしていくのも、燃費や環境と安全との両立を図る上では大事であると

いう言い方ができるかどうかというところも考えてみたかったものです。

ですから、こういう説明ぶりにさせていただいてはどうかなと思っている

次第です。 

そういう考え方をしていこうと思うと、例えばリミッターなどについて

は、費用対効果の点から言うと、事故のうち 100km/h を超えて起こしてい

るものは１％ぐらいしかありませんから、１％の事故を減らすために全車

両に付けるのはどうかという話になってきます。しかしながら、例えば個

々の最高速度規制に応じた対策が講じられるのであれば、それはＩＳＡな

どが今あり得るところですけれども、自動車対策としては、むしろそうい

ったものの開発に力を注いでいった方がいいのではないかというのが今後

の方向になるのかなと思いますが、その点はいかがですか。前回までの議

論の中では、まだまだ夢のような話かなというお話もありましたが、今の

段階で自動車側の対策を講じるかどうかということを考えるよりは、むし

ろ先々に、そういったものが今開発されているので、そういったものの開

発に力を注いでいった方がいいのではないか。それで、その実用化が可能

となった時点で、また改めて導入の可否などについてお考えいただくこと

になろうかと思います。そういう方向でまとめられれば。 
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○長谷川委員 方向性としてはそれでいいかなと思うんですけれども、現

時点ではまだまだコストが高いということもありますし、すぐに採用とい

う話ではないと思いますけれども、そういう技術をいかに安く導入してい

けるか。そういう意味で、方向性としてはそちらの方向性なのかなと思っ

ております。 

ただ、ちょっと気になるのが、６ページの（３）の「まとめ」の中に「当

面、ＡＣＣなど最高速度違反による交通事故対策としての機能も有する装

備の普及を推奨することとし」とあるのですが、先ほどちょっとお話があ

ったように、あくまでも高速道路だけではなくて、生活道路ですとか、そ

ういうところでの事故等も大きな問題だと。そうなってくると、ＡＣＣと

いうのをあまり表に出していくと、ＡＣＣというのは基本的には高速道路

で使ってくださいというのが主な機能だと思うんです。最近はかなり低速

までなってきて一般道で使えるようにはなっていますが、メーカーとして

は、一般道で使ってくださいと推奨していないんですよね。メーカーさん

によって違うかもしれませんけれども。そういう意味では、ＡＣＣという

ことだけがポンと出てくると多少ズレが生じてしまうかなと思ったんです

けれども。 

○事務局 そういう意味では、一般道路なり高速道路なり、もう少し対象

を限定していることが分かるような書き方をした方が望ましいということ

でよろしいですか。 

○長谷川委員 はい。 

○岡野座長 資料 11 の方ですと、５ページに今の２番目の５ページの（２）

というところと（３）というところが該当しますか。ここは、（２）の中

には生活道路の記述は見当たらないですね。この辺りを分けてということ

ですね。（３）の方は分かれているような気もいたしますけれども。 

○事務局 はい。 

○加藤委員 ただ、対策とかという議論になるとやはり資料 11 の方かと思

いますが、時間もありますので、もしよろしければ資料 11 の方の、特に最

初の方は前回の資料と同じですので、４ページ以下の「考察」のところで

すね。運転者側の対策としては、やはり教育ということ、それから取り締

まりについては重点的にやったらいいという観点。それから、今少し議論

に出ていますけれども、エコドライブと３つぐらい出ています。自動車側

は、先ほど申し上げましたように、リミッターとか警報装置については費

用対効果の点でどうかなと。それに比べて、今お話のありましたようない

ろいろなＩＴＳの進展については順次進めていったらいいということ。そ

れから、道路側については、生活道路ではハンプとか、そういう物理的な

ものをやりますし、幹線道路については、より先進的な技術ということで

書き込みしていますので、ちょっとこの辺りを御議論いただけたらと思い

ますけれども。 

○吉岡委員 ４ページ目の今の運転者側の対策のところで、教育とか広報

に対して「効果が低いと考えられる」という表現が２回出てきますが、こ
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の表現が気になります。「運転者側の対策」の５行目、「道路側の対策に

比べて効果が低いと考えられる」という箇所と、次の段落の広報・啓発活

動についても同じように「効果は低い」と出ているところです。ただ、そ

れに続いて、やはり結局のところ自動車の安全は運転者にかかるとの主旨

も記されています。こちらの方が大事なことと考えます。ですから、あえ

て道路側と比べて効果が高いとか低いというのをここで言うこともないの

ではないか。また、長い目で見たときにどちらが大事かといいますと、や

はり道路側に機械的なものを付けていくと分かりやすいんですけれども、

だからといって数字で比べてどうこうと言うことができるのかどうか。教

育は結果がすぐに出てくるものでないからということだと思うのですけれ

ども、効果が高い低いという言い方でなく、何かもう少しポジティブな言

い方ができないかと思います。 

それと併せて、１ページ前の３ページ目の５番、ＩＳＡ等の項目のとこ

ろの最初の文の最後のところで、「交通事故対策として注目に値する装置

と考えられる」というふうに、「注目に値する」という言葉が、いきなり

出てきたような感じがします。こうして見ていくと、やはり教育よりも、

こちらに目を向けたいというような印象になり、少し違和感を覚えます。

基本的な在り方としては、運転者がまずあって、教育があって、それを広

報するものがあって、それで間に合わない部分というか、それを補佐する

のが機械の方だと思います。そこのあり様を押さえた上で、そして効果が

あるという言い方がなじみやすいのではないか。「注目に値する」という

言い方もやや主観的な感じがしたのですが、いかがでしょう。 

○事務局 分かりました。検討させていただきます。 

○岡野座長 確かにそうですね。教育と自動車と道路の３つがここに書い

てあって、それらの軽重をここで問うかというはあり得るでしょうね。 

○宮島補佐（倉田委員代理） 同じ４ページのところで、ここの運転者側

の対策についてというところが、何か最高速度ということと離れて、ずっ

と６の（１）で一般的なことを書いてあるように、最高速度ということを

忘れるぐらい一般論が出てきていて、一般論的に効果が低いみたいな雰囲

気でとれるのですけれども、ここは言わんとしているのは、最高速度につ

いて言ってみれば効果が低いということを言わんとしていたのか。それと

も、もっと広い安全上の問題として一般論として効果が低そうだと言いた

いのか、どちらかなんでしょうか。 

○事務局 運転者側の対策の効果が高いか低いかということについて恣意

的に示すつもりはございません。しかし、確かにここのところは、一般的

にみても効果が低そうかなとは思ったところです。要するに、車の動静を

機械の装置で抑制するのでなければ、運転者の心のありよう次第だという

意味では、運転行動に及ぼす効果は低いというように書いたつもりであり

ましたが。 

○宮島補佐（倉田委員代理） それは投入コストとの関係で、恐らく現行

は非常に低いコストでこの辺のことをやっているのと、交差点改良なり、
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安全のための各種道路事業みたいなものすごい莫大なコストをかけている

ものとを同列でみてしまっていて、そのあたりが違和感の原因かなという

感じがします。 

○事務局 分かりました。 

○長谷川委員 どちらが高いということをここで言う必要はないと思うの

ですが、やはり教育ですとか、こういう部分については、どちらかという

と車の対応ですとか、ハード側の対応よりも、更に短い期間で効果が上が

るのかなという気もしていまして、車等ですと新しい車から例えば技術を

導入していくということになりますと、普及するまでにかなり時間がかか

りますので、そういう意味では、ある時点から技術を導入しても、結局効

果が出てくるのはかなり後になっていくとか、そういう意味では、もう少

し教育ですとか、そういうものをやった方が立ち上がりは面積がとれると

か、そういう組み合わせで対応していくのかなとは思ったのですけれども。 

○天野補佐（内藤委員代理） むしろ低いんじゃなくて、検証が難しかっ

たり、評価が難しいと思うんです。先ほど例で出していたエコドライブも、

なぜあれが出たかというと、運転日誌みたいなもので燃費を管理して検証

ができたので効果を測定できたんです。だから効果が出てきたのであって、

教育というのは人の心のもちようなので、それを数字で後で評価をすると

か、実践がどうだったという結果を検証するのは難しい。だから、検証が

なければ誰も実践しないので、それで効果が低いという結果になってしま

った。逆に、検証があると効果があるということですね。だから、評価と

か検証は難しいというのが実態なのではないかという気がするのですが、

多分そこは教育などはハード面をつければ絶対的に効果が出るという、そ

れだけの違いではないかとは思うんです。 

○事務局 おっしゃるとおりです。検証は非常に難しいです。 

○天野補佐（内藤委員代理） もし書かれるのであれば、測定が困難であ

るとか、効果が把握しにくいとか、そういう趣旨かなという気がします。 

○宮島補佐（倉田委員代理） むしろここで書こうとされたのは、例えば

最高速度違反によって起きている事故が実はそんなに多くない中で、ほか

の例えば飲酒運転の防止とか、ひき逃げ防止とか、交通事故全体を見れば、

先に交通安全教育として教えることを押し除けて、こういった最高速度の

ものをやる必要性があるかということをもし議論するという意味であれば、

ちょっと書き方が変わってくるのかなという感じもしますし、そのあたり

は何を狙ってここを構成するかということでしょう。 

○事務局 まさに、どんな対策が入れられるかということではあろうかと

思うんですけれども、基本的に運転者側の対策というのは必要だと思って

おりまして、運転者教育とか、広報・啓発というのは必要だと思っていま

す。それで、今お話のあったような飲酒運転や高齢者などのいろいろな事

項を押し除けてまで、最高速度違反による事故対策を取り入れることが必

要とは言えないでしょうが、一定の機会の中で、時間の配分などにかんが

みて取り入れることが可能であれば取り入れていく必要があるのではない
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かと思っております。それが例えば交通安全教育で言うと事故事例などか

ら事故対策を説明していく中で、速度を超過していた事故の事例があって、

そういったことから安全に対するものの見方が必要ですと言えるのであれ

ば、その観点を取り入れることも大事なのかなという気はしております。 

○宮島補佐（倉田委員代理） そうですね。よくいただく要望が、例えば

更新時講習の中でこれもやったらどうだ、あれをやったらどうだというの

はたくさんあって、それぞれにそれは、やれたらやった方が当然いいです

よねというものです。しかし、例えば 30 分の限られた機会しかなくて、そ

こで優先順位をつけるということの中において、何をやるかの取捨選択が

やはり出てきます。 

○岡野座長 結局、ドライバーの方に、最高速度をなぜこの時速にしたの

かということの理解がないのですよね。それをきちんと理解させないとい

けないと思います。その教育はいずれにしろ必要だろうと思います。なぜ

この道路では 60km/h なのか、なぜこの道路では 40km/h でないといけない

のかというようなことは必要だろうと思います。だから、ここは 40km/h だ

から 40km/h にしなさいということじゃなくて、なぜ 40km/h なのかという

ようなことを理解する必要があると考えております。 

○事務局 今、座長がおっしゃられた、なぜ 40km/h なのかというのが分か

らないと、なぜ 40km/h でなければいけないんだという話も確かにあるよう

な気もしますし、あとは、資料５の中でも触れさせていただきましたけれ

ども、走行速度と事故というのはある程度関係があるのかなと思います。

例えば教育という観点から言うと、実は、個人的な話ですが、今年の３月

に更新時講習に行ってきたんですけれども、そのときに、ビデオの中で、

やはり 40km/h 規制の道路を 60km/h で走っていて事故を起こした事例とい

うのが載っていました。例えばそんな時間配分とか、そんな事例の説明で

もいいと思うのですけれども、なぜ危険なのかという話はある程度分かっ

ていただく必要があるだろうと思っていて、そういった機会はできれば増

やしたいと思っております。 

○加藤委員 今の議論ですと、検証としては難しいけれども教育は重要だ

という点と、教育は重要だけれども、いろいろなメニューがある中でどこ

まで割けばいいかということは全体のバランスの中で考えなければいけな

いというようなことが論点としてあったと思いますので、ちょっとその辺

りは入れ込んでまた整理してみたいと思います。 

○岡野座長 ほかにいかがでしょうか。資料 11 でございますけれども。 

○小口委員 資料 11 の５ページの一番下のあたりから「道路側の対策につ

いて」という整理がされているのですが、「道路側の対策については、主

にハンプ等の設置のほか」云々となっていて、次のページにいって、次の

パラグラフで、「これらのうち前者については」という、この「前者」と

いうのはハンプ等の設置などの話だと思うのですが、「主として生活道路

等道路幅員の狭い道路において」ということで、しばらく飛んで、その４

行下ぐらいに「したがって、生活道路等における」云々となっていますけ
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れども、こういった道路構造関係の対策は、確かに私どもが御提供させて

いただいた、こういったことをやっていますよという代表事例をお示しし

たような資料がそういう資料だったと思うので、多分そちらの方に完全に

シフトした書きぶりになっていると思うのですが、「等」の中に含まれる

と言われればそれまでですけれども、必ずしも生活道路だけではなくて、

逆に言うと、ハンプの設置等をはじめとする道路安全対策というふうに、

道路側の対策のいの一番のおすすめ品のような形で出てくるのですが、若

干ミスリード的になってしまっている気がしております。 

確かに、ハンプをつくれば速度の抑止効果はてきめんだと思うんですが、

一方で、車の走行の円滑性は著しく削がれるわけですし、あるいは騒音と

か振動が生じるということで、沿道の方々の理解が得られないとまずはで

きないツールなんですね。ほかにもいろいろなやり方があるわけですし、

あと、生活道路以外についても、例えば幹線道路では、直接最高速度違反

かどうかという問題はありますけれども、中央帯のところに溝を切ること

によって、はみ出しそうな車についてはガタガタという音が出るようにす

るとか、幾つかのやり方はあるわけですから、生活道路に限らず、幹線道

路についてもやろうと思えばできるというような含みは残しておいていた

だきたいという気がするのと、ちょっとハンプだけをいの一番のメニュー

のように見えるような見せ方になるのはかなりミスリードになるのかなと。

その２点は、では具体的にどういうふうに書けばいいのかということは必

要があれば御提案はさせていただきたいと思いますが。 

○事務局 ありがとうございます。是非どのようなメニューがあるのか教

えていただければと思います。 

またもう１つ、例えば生活道路ということで書かせていただきましたけ

れども、市街地とか、あるいは非市街地でもそうですけれども、幅員の狭

い道路も含めて、信号機がないようなところでそうした施設を設置してい

ただける可能性があるのかないのかということについても、できれば方針

として教えていただければと思います。 

○小口委員 ただ、それは総論的な方針がなかなか難しくて、生活に密着

する場面であればあるほどケース・バイ・ケースになってしまうんですよ

ね。結局、その地域がどういう選択をするのかというような、極論を言え

ば、そういったことじゃないか。本当に自動車の走行性は犠牲にしてでも、

物理的にハンプをつくってしまうのがいいという判断をするのか、もう少

しやわらかめな方法でいきましょうという選択をするのか。そこは、この

レポートに総論的にどうですよというふうに書くところまで難しいんじゃ

ないかという気が直感的にしますけれども。 

○加藤委員 私どもは知見のない中で書いていますので、国土交通省さん

から御提案いただければ是非前向きにと思っておりますのと、やはり生活

道路というキーワードがありましたが、交通安全対策全体の中でしっかり

みていかなければいけないと考えておりますので、その辺りに関連してい

ろいろ書いていただけたらと思います。ハンプはなかなか分からない中で
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例示していますので、そこは適切な形で対応いただければ、私どもとして

も前向きに整理したいと思います。よろしくお願いします。 

○是則調整官（清谷委員代理） 資料 11 の２の（２）の「自動車側の対策」

のところですが、まず最初の第一パラグラフで「自動車の対策については」

と書かれているところで、ここでいう対策というのは、まさに最高速度超

過の事故防止だと思うんですけど、そこで唐突にＥＳＣとＡＣＣの話がち

ょっと出てきておりまして、我々の意識としては、ＥＳＣについても、Ａ

ＣＣについても、決して速度違反の防止とか、それの事故防止のための技

術とは思っていなくて、恐らく意味としては、ＡＣＣで走っているときは

速度超過しないし、ＥＳＣも多少スピードが出ていてもスリップしないと

か、そういう意味で使われているとは思うのですが、ちょっと機能として

は限定的かなと思っていまして、まず、ここの一番最初のパラグラフで、

「対策については」というところでこれを紹介するのは違和感があります

し、後の方で「ちなみに」というような形で、こういうものが今実現され

ていて、速度超過の事故防止にも資する場合があるので、これらについて

は引き続き普及を促進するというふうに、ちなみにというぐらいのことで

紹介する程度の話じゃないかというのが我々の感覚ですけれども。今の書

き方だと、かなり気を使われてはいるのだと思いますが、何か速度抑制装

置の代わりになるもののように捉えられると、ちょっと違うかなという気

がいたします。 

○事務局 そこは、確かにお話のとおりの趣旨で書いたつもりであります

ので、全体のバランスも今後とらなければいけませんけれども、検討させ

ていただきたいと思います。 

○芳田係長（保坂委員代理） 提案でございますけれども、どう最高速度

違反をやめるかということころがあったと思うので、そこが、見ている限

りにおいては、最高速度を止めることが目的じゃないということに変わっ

ていますよね。100km/h、80km/h 以上じゃなくて、最高速度を超えたクルマ

が走ったことによる事故が多いからということだと思うので、そういう統

計みたいなものを最初にちゃんと書いて、動向がこうなっていて、だから

こそこういう対策をすべきというような流れで、これはあくまで御提案で

すけれども、最初の方の導入でそういう事態を書き並べるというのはある

のかなという１つの御提案までですけれども。 

○岡野座長 目的ですね。 

○芳田係長（保坂委員代理） 今回の対策をしようとする、活用に結びつ

くような導入のところを書いていただくというのが一番分かりやすくてい

いのかなという気がいたしました。 

○事務局 ありがとうございます。 

○三井委員 それに関連して言いますと、そもそも最高速度違反による事

故というのは統計上あるわけですよね。法令違反で。あるんですよね。 

○事務局 はい、ございます。 

○三井委員 私は最初これを見たとき、まずそれが統計データとして出て
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くるのかなというふうに思ってはいたのですが、そうではなくて、危険認

知速度というような速度の事故統計があとずうっと続いているんですね。

そこで、ある意味ではちょっと違和感というか、なぜ最高速度違反の統計

項目にある事故で、どんな人がいつ、どこで起こしているのだろうか、何

件ぐらい、推移はどうなっているんだろうかというのもそうですが、そう

いった統計が出てこないのかなというふうに思っていたのですけれども、

確かに、それほど多くはないですね。圧倒的に最高速度違反による事故と

いうのは非常に多いわけではないですけれども、それはまさに言葉そのも

のですから、その統計というのは１つあってもいいのかなという印象はあ

ります。何か理由があったんですか。そんなことはないですか。危険認知

速度だけを使っているのは。 

○事務局 その点については、まさにお話のあった部分を省略してしまっ

たところがございます。確かに最高速度違反が法令違反となっている事故

はありますけれども、事故原因としては、最高速度違反で走行している車

が事故を起こした場合に、その最高速度違反自体が直接事故の原因になっ

たときに最高速度違反が法令違反となり、最高速度を違反していても、事

故の直前に安全不確認があれば、安全不確認が法令違反となります。した

がって、そういった意味で、最高速度違反が直接事故の原因となったもの

だけ取り上げるというのも、事故全体における最高速度違反による事故防

止対策の必要性を訴える中での一部になってしまうかなと思ったものです

から。 

○三井委員 ただ、タイトルが「最高速度違反」ですから。「速度超過に

よる」とか、そういうタイトルの委員会が、そういう趣旨であればいいん

ですけれども、そもそも委員会の名称がまさに「最高速度違反による事故」

という形からなるものですから、そのあたりが正直言いまして、なぜなん

だろうかなとずっと思っていたものですから。 

○事務局 そうですね。ただ、資料を作っていく過程で、今申し上げたよ

うな、要するに最高速度違反が直接事故の原因となった事故だけの問題で

はないなと思ったものですから。 

○三井委員 やはり統計としては、あってもいいのかなと。先ほどおっし

ゃいましたように、最高速度違反による事故はどれぐらいあるのかという、

これは統計年表などがあれば出ている話なので、概略あってもいいのかな

という感じはします。 

○事務局 そうですね。ありがとうございます。 

○岡野座長 ちょうどピッタリ予定の時間となりましたけれども、何かほ

かに委員の先生方からございますでしょうか。 

では、ないようですので、また事務局にお返ししたいと思います。委員

会の方はこれで終了ということにさせていただいてよろしゅうございます

ね。 

○事務局 事務局から、御連絡とお詫び方々申し上げます。今回の検討会

の開催は時期に遅くなってしまって申しわけございません。また、次回、
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今日いただいた御指摘も踏まえまして検討してまいりたいというふうに考

えております。次回は 12 月ごろを目途としまして、また日程の調整をさせ

ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

それでは、ただいまをもちまして、本日の検討会を終了させていただき

ます。どうもありがとうございました。 


